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１） 近年発生した土砂災害



 

平成25年 全国の土砂災害発生状況

土砂災害発生件数
９２８件

土石流等： 255件
地すべり ： 86件
がけ崩れ： 587件

【被害状況】

人的被害：死 者 ４９名
行方不明者 ４名
負 傷 者 ２２名

人家被害：全 壊 １２４戸
半 壊 ７０戸

一部損壊 ２０３戸

12月10日現在

凡例

発生件数

50～
20～
1～
0

8/1 地すべり

新潟県長岡市寺泊
ながおかし てらどまり

死 者１名
人家全壊１戸

7/28

7/28

人家一部損壊 １戸

人家全壊２戸

かのあしぐん つわのちょう たかみね

島根県鹿足郡津和野町高峯

やまぐちし あとうかねしも

山口県山口市阿東嘉年下

土石流

土石流

8/9 土石流

死 者６名
負 傷 者２名
人家全壊５戸
人家半壊１戸

秋田県仙北市田沢湖田沢
せんぼくし たざわこたざわ

10/16 がけ崩れ

千葉県成田市成毛
なりたし なるげ

死 者 １名
人家全壊 １戸

10/16 土石流

死 者 ３５名
行方不明者 ４名
人家全壊 ７３戸
人家半壊 ４５戸
一部損壊 ８４戸

東京都大島町元町
おおしままち もとまち
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平成25年の土砂災害発生件数（最近10カ年での比較）
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【家屋被害発生件数】

最近10年（H15～H24）
平均 407戸
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【土砂災害発生件数】

死者・行方不明者数 23 62 30 25 0 20 22 11 85 24 53

負傷者数 2217 57 11 32 12 5 13 14 20 14

■土石流等 ■地すべり ■がけ崩れ

1422

1128

695

1441

2537

最近10年（H15～H24）
平均 1,179件

1058
814 897 

平成25年12月10日現在

966 837 928
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沖縄
石垣島

あぶ

平成25年の降雨状況

： 平成25年に観測史上１位の
１時間雨量を記録した
気象庁所管雨量観測所

平成２５年は全国の気象庁所管雨量観測所のうち

１３３地点（３９都道府県）

において観測史上１位の１時間雨量を記録した。

（H25.10.31 時点、気象庁HP資料を基に作成）
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土砂氾濫区域

流域界

斜面崩壊地

都道208号

大金沢

堆積工

≪被害概要≫
死者：３５名
行方不明者：４名
住家被害（全壊）７１戸
住家被害（半壊）４０戸

※１２月２日
１４：００現在（東京都）

平成25年10月 東京都大島町での土砂災害

火山地域で発生した（流木を伴う）大規模な泥流により甚大な被害が発生 位置図
大金沢（大島町）

被災後
（橋梁欄干に大量の流木が堆積）

家屋被災状況砂防施設で捕捉した流木

欄干
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河川の流れ



東京都大島町における土砂災害の特徴

大規模な崩壊が発生した箇所は、1338年の噴火による溶岩に
堆積していた火山灰を主体とする表層土

6
崩壊地および泥流の範囲

1986年の噴火
による溶岩

1338年の噴火
による溶岩

国土地理院 電子国土Web NEXT

東京都大島町
大島 824.0 ミリ

千葉県安房郡鋸南町
鋸南 370.5 ミリ

東京都大島町
大島北ノ山
412.5 ミリ

静岡県伊豆市
天城山 399.0 
ミリ

茨城県鹿嶋市
鹿嶋 362 .5 ミリ
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【大島雨量局（アメダス）】

最大時間雨量 118.5mm/h
(10/16 3:00～4:00)
連続雨量 824.0mm

10/16

大雨警報
15日17時38分

土砂災害警戒情報
15日18時05分

東京都大島町における
警報等の発表経過

16日2時半頃
土砂災害発生

10/15

16日03時～04時

ミリ

16日01時～02時

東京都大島町では、台風がもたらす湿った空気の影響で、16日未明から１時間100ミリを超える猛烈な雨が
数時間降り続き、24時間の降水量が800ミリを超える大雨。

15日23時～16日00時

大島

◆平成２５年１０月１５日夜～１６日朝：１時間雨量
◆平成２５年１０月１４日～１６日の総降水量

ミリ

◆平成２５年１０月１５日～１６日午前：雨量時系列変化図



（出典：産総研Web）

東京都大島町における地形・地質状況
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（出典：平成25年（2013年）台風第26号及び第27号による大雨に関する情報 国土地理院）

土砂流出範囲の地形断面図

伊豆大島の地形状況図
（出典：第１回 伊豆大島土砂災害対策検討委員会 東京都）伊豆大島の平面図

伊豆大島の火山地質図



土砂災害発生件数
２６８件

土石流等 ： 140件
地すべり ： 19件
がけ崩れ ：109件

【被害状況】
人的被害：死 者 22名

行方不明者 1名
負 傷 者 8名

人家被害：全 壊 90戸
半 壊 62戸
一 部 損 壊 110戸

あそし いちのみやまち ての

熊本県阿蘇市一の宮町手野（２箇所）

7/12

平成24年7月九州の豪雨による土砂災害発生状況

土石流発生

7/12
土石流発生

7/12 土石流発生

死者2名、負傷者3名
人家全壊8戸、半壊3戸、一部損壊2戸

あそぐん みなみあそむら しんしょ

熊本県阿蘇郡南阿蘇村新所

あ そ し さかなし

熊本県阿蘇市坂梨

死者6名、
人家全壊7戸、
半壊3戸、
一部損壊1戸

家屋の被災状況

7/14 地すべり発生

やめし ほしのむら やなばる

福岡県八女市星野村柳原

7/14 がけ崩れ発生

死者1名、人家半壊2戸

やめし ほしのむら ろくり

福岡県八女市星野村鹿里

九州北部を中心に大雨となった。熊本県阿蘇市阿蘇乙姫では、7 月11 日0 時から14 日24 時までに観測された最大
1 時間降水量が108.0 ミリ、最大24 時間降水量が507.5 ミリとなり、それぞれ観測史上１位の値を更新した。

死者4名、人家全壊14戸、一部損壊6戸

50件～
20件～

1件～
0

凡例
発生件数

熊本県阿蘇市

阿蘇乙姫 143%

（観測値 816.5mm、平年値 570.1mm）

福岡県八女市
黒木（観測値 649.0mm）
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7/11 7/12 7/13 7/14

◆7月11日～7月14日のアメダス期間降水量（出典：気象庁）

◆7月11日0時～7月14日24時の雨量時系列図（熊本県：阿蘇乙姫観測所）

熊本県阿蘇市
阿蘇乙姫

（観測値 816.5mm）

(mm)
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土砂災害発生

平成22年7月 岐阜県八百津町での土砂災害
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平成22年7月15日 20時40分頃発生
・15日18～19時の１時間に54mmの局地的な豪雨
これにより、土砂崩れが発生

・住宅1戸全壊、死者3名

岐阜県八百津町野上

最大時間雨量：54mm 
累計雨量 :241mm

人家全壊 非住家全壊

降り始めから4時間あまりの局地的な豪雨により、土砂災害が発生



平成22年7月 島根県松江市鹿島町での土砂災害
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【発生日時平成22年7月16日 2時00分頃】
住宅１戸に土砂崩落・死者２名

島根県松江市
鹿島町
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一連の降雨終了後に、がけ崩れが発生

最大時間雨量28.5mm
累計雨量102.5mm



近年の土砂災害において顕在化している課題例
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１ 土砂災害対策における計画に係る課題

① 流域界を越えて流下する土石流

② 流木による被害の拡大

２ 警戒避難における課題

① 土砂災害防止法に基づく取り組みの強化

② 土砂災害に対する住民避難の遅れと避難勧告等の発令

３ 現状の対応策では不十分と考えられる課題

２） 近年の土砂災害において顕在化している課題例
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１-① 流域界を越えて流下する土石流

・谷地形の発達が進んでいない地域における流域界の設定方法、氾濫開始

点の設定方法について現行の基準等では具体的な記載がなく不明確な状

態。

・伊豆大島や阿蘇地域での土石流が流域界を越えた事例が見られた。流域

界を越える危険性の高い地形・地質的な条件、地域の絞り込み条件、対策

施設の配置方法について、現行の基準等では具体的な記載がない。

・土石流が流域界を超える現象への対策として、想定すべき計画規模の設

定、および計画規模を上回る場合に想定しておくべき事項について基準類

に記載がない。



伝上川

濁川

土石流が流域を越えた事例①
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昭和59年9月14日、長野県西部地震が発生し
御嶽山で大規模な崩壊、土石流が発生

土石流が流域を乗り越え隣の流域も流下

流域を乗り
越えた箇所

土砂流下
範囲

地形図（日本活火山総覧（気象庁））

国土地理院技術

資料D2-No.57



土石流が流域を越えた事例②
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平成24年7月12日
熊本県南阿蘇村立野 新所川３

（新所川３）

総雨量：572mm
最大時間雨量：74mm/h （長陽観測所）

新所川３の土石流流下状況

新所川３の土石流流下・堆積区間の状況

（撮影：株式会社パスコ／国際航業株式会社，撮影日：2012年7月15日）

主流向 溢流方向

右岸尾根部に溢流した箇所の状況（谷地形が不明瞭）

谷地形が不明瞭な箇所での土石流の溢流

流域界と土石流の流下範囲

流域界
土砂移動範囲

土石流の一部が流域
（尾根）を越えて流下

土石流が流域界を

越えている部分



土石流が流域を越えた事例③-1

平成25年10月16日伊豆大島 大金沢
最大24時間雨量：824.0mm
最大1時間雨量：122.5mm/h
（大島観測所）

大金沢全景

（撮影：株式会社パスコ／セコム株式会社，撮影日：2013年10月16日）

神達地区周辺の被災状況

（撮影：株式会社パスコ／セコム株式会社，撮影日：2013年10月16日）
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左支川の土石流が流域を越えて神達地区方向に流下



土石流が流域を越えた事例③-2
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越流地点の縦断図

流域界
オーバーフロー

写真

写真

写真

左支川澪筋の状況（下流から上流を望む） 左支川澪筋の状況（上流から下流を望む） 本川堆積工集水域の流域界を越えた地点
（上流から下流を望む）

土石流流下方向

左支川澪筋

左支川澪筋

土石流が直進して本川堆積工集水域
の流域界を越えた地点

（撮影：株式会社パスコ／セコム株式会社，撮影日：2013年10月16日）
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（撮影：砂防地すべり技術センター，撮影日：2013年11月3日）

（撮影：国総研，撮影日：2013年10月17日）
（撮影：砂防地すべり技術センター，撮影日：2013年11月3日）



土石流が流域を越えた事例③-3
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土石流流下範囲、家屋被害、土石流危険区域（大金沢と八重沢にかかる区域）の位置関係

土石流危険区域

(独)防災科学技術研究所作成の図面（http://dil.bosai.go.jp/disaster/2013H25T26/）に加筆

土砂災害危険区域として把握されていた
範囲外で被害が発生



既存基準類における流域調査、土石流氾濫範囲の設定の記載状況（概要）
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第17章砂防調査
2.2.1 地形調査
「基礎的な調査においては、流域の概括的な地形条件を把握し、水系砂防調査など本節以降の調査の基礎資

料とするため、地形図、空中写真等を基に、流域区分、谷次数区分を行うとともに、傾斜、斜面形状、起伏量、

谷密度、河床勾配等の調査を実施することを標準とする。」

5－2－4 山腹の状況の調査
「調査内容：渓流の全流域について、空中写真、地形図、地質図等を用い山腹地質、崩壊地、湧水、植生等に

ついて調査する。」

河川砂防技術基準調査編（平成24年6月）

土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案）（平成11年4月）

砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）及び同解説（平成19年11月）
2.4 計画基準点等
計画基準点は、計画で扱う土砂量等を決定する地点である。計画基準点は、保全対象の上流に設けるものである。

また、土砂移動の形態が変わる地点や支渓の合流部等において土石流・流木処理計画上、必要な場合は、補助基

準点を設けるものとする。なお、土石流区間では、渓流の状況を踏まえ、発生・流下・堆積区間を適切に設定する。

土石流危険渓流および土石流危険区域調査要領（案）（平成11年4月）
3-2 土石流危険区域の設定
土石流危険区域は、地形、過去の土石流堆積物の分布範囲、過去の土石流の氾濫実績等を基に、想定される最大

規模の土石流が氾濫すると予想される範囲とする。

【流域調査に関する記載】

【土石流氾濫範囲の設定に関する記載】
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１-② 流木による被害の拡大

・伊豆大島、阿蘇、広島県庄原市等大量の流木が発生し被害が拡大し
た事例が見られる。

・不透過型砂防堰堤で流木捕捉の効果を見込んでいたが、実際には流
木を捕捉しきれなかった事例がある。

・流木止め、透過型砂防堰堤等の透過型施設で流木を効果的に捕捉し
た事例が多く見られる。

・砂防えん堤における流木処理計画を策定する上で、現行の基準等で
は捕捉漏れ（流出率）に関する記載がない。



流木によって被害が拡大した事例①

2020

平成25年10月16日伊豆大島 大金沢
最大24時間雨量：824.0mm
最大1時間雨量：122.5mm/h
（大島観測所）（撮影：株式会社パスコ／セコム株式会社

，撮影日：2013年10月16日）

流木の破壊力

流路の阻害押し寄せる流木 押し寄せる流木

流木による家屋被害（元町地区）

流木による家屋の被災状況
（元町地区）

流木による橋梁部の閉塞と土砂
氾濫の状況（丸塚橋）

大量の流木の堆積状況
（元町地区）

広範囲の流木

大量の流木により家屋の破壊、流路の
閉塞、氾濫が発生し、土石流被害が拡大

崩壊状況と残存する立木
の状況（上流）



流木によって被害が拡大した事例②

平成22年7月16日 広島県庄原市

総雨量：436mm 最大60分雨量：91mm/hr （大戸観測所）

21

（出典：平成22年7月豪雨による広島県の土砂災害（広島県砂防課））

21

大津江川

大量の流木で流路が閉塞し土砂が氾濫 大量の流木の堆積状況

大戸川

（出典：平成22年7月豪雨による広島県の土砂災害（広島県砂防課））

流木の氾濫・堆積状況

集落を襲った大量の流木

篠堂川

流路の阻害

押し寄せる流木

押し寄せる流木

広範囲の流木



岳本川全景

１号堰堤における土砂等捕捉状況 ２号堰堤における土砂等捕捉状況

平成24年7月1日 大分県由布市 岳本川
連続雨量：126mm 最大時間雨量：47mm/h 【由布院観測所（大分県）】

不透過型砂防堰堤を乗り越えて下流に流出した流木

（出典：大分県）

１号えん堤

（出典：大分県）

（出典：大分県）

（出典：大分県）
岳本川全景

砂防堰堤が流木を捕捉しきれなかった事例

2222

不透過型砂防堰堤を乗り越えた流木が下流に流出した

1号堰堤

2号堰堤
3号堰堤



砂防堰堤が流木を捕捉した事例

2323

透過型砂防堰堤による捕捉 （H17.7.9～10 熊本県 阿蘇郡 小国町）

透過型砂防堰堤による捕捉 （H24.7.12 阿蘇市 古恵川流域）

捕捉後：上流側 捕捉後：下流側捕捉前

山
川
温
泉
街



砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）

「透過型堰堤の流木捕捉率（Kw1：堰堤全捕捉量に対する流木捕捉量の割合）は
概ね30％以下ではある。（中略）不透過型砂防えん堤の計画捕捉量に対するKw1は、
既往の捕捉事例基づいて求めるものとするが、対象渓流において捕捉事例がない場合
は、Kw1＝2％としてよい。」

「ただし、土石流・流木対策施設を配置しようとしている地点より上流の土石流・流木対
策施設において、計画流出流木量から計画捕捉流木量、計画堆積流木量、計画流木発生抑
制量の和を差し引いた値が0以下となった場合、配置しようとしている土石流・流木対策施
設の計画捕捉流木量は「0」とする。」

計画捕捉流木量

不透過型砂防堰堤の計画捕捉流木量については、流木容積率を

2％を見込むことができる。

不透過型砂防堰堤で計画流出流木量が0になるように計画を

策定していたが、実際には流木を堰堤で捕捉しきれず下流に

流下した事例が見られる。

24



25

２-① 土砂災害防止法に基づく取り組みの強化

・これまで、国は、土砂法に基づく役割分担の下、「土砂災害対策基本指
針」を作成し、政策レビューや検討会を通じた有識者からの意見を基に、都
道府県に対して技術的な助言を実施してきたが、指定区域数は未だ6割程度の
進捗。

・平成19年の砂防計画課長通知で地域防災計画に記載するべき事項を示して
いるが、上記基本指針において十分に記述されているか。

・市町村におけるハザードマップの作成や地域防災計画の記載内容の充実な
ども十分とは言えない。



土砂災害防止法における各機関の役割分担
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国の役割

・土砂災害防止対策基本指針の作成

・緊急調査の実施、土砂災害緊急情報の通知及び周知

（河道閉塞に起因する土砂災害（土石流及び湛水）、火山噴火に起因する土石流）

都道府県の役割

・土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査の実施

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定

・土砂災害特別警戒区域内における、

特定開発行為の制限、建築確認（建築主事）、建築物の移転等の勧告

・緊急調査の実施、土砂災害緊急情報の通知及び周知（地滑り）

市町村の役割

・地域防災計画において、警戒区域ごとに、土砂災害を防止するために必要な

警戒避難体制に関する事項について定める（地域防災計画に記載）

・土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知

（土砂災害ハザードマップ等による周知徹底）

・土砂災害特別警戒区域内における建築確認（建築主事）



土砂災害防止対策基本指針の概要（全体構成）
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第三条

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について

定めるものとする。

一 この法律に基づき行われる土砂

災害の防止のための対策に関する

基本的な事項

二 第四条第一項の基礎調査の実施

について指針となるべき事項

三 第六条第一項の土砂災害警戒区域及び

第八条第一項の土砂災害特別警戒区域の

指定について指針となるべき事項

四 第八条第一項の土砂災害特別警戒区域

内の建築物の移転その他この法律に

基づき行われる土砂災害の防止のための

対策に関し指針となるべき事項

五 第二十六条第一項及び第二十七条

第一項の緊急調査の実施並びに

第二十九条第一項の規定による

土砂災害緊急情報の通知及び周知の

ための必要な措置について指針と

なるべき事項

土砂災害防止法（抜粋）

一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき

行われる土砂災害の防止のための対策に関する基本的な事項
１ 土砂災害防止対策基本指針の位置付け

２ 行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」とが相乗的に働く社会システムの構築

３ その他の基本的な事項

二 法第４条第１項の基礎調査の実施について指針となるべき事項
１ 総合的かつ計画的な調査の実施

２ 土砂災害が発生するおそれがある土地に関する調査

３ 警戒避難体制等に関する調査

三 法第６条第１項の土砂災害警戒区域及び法第８条第１項の土砂災害特別警戒区域

の指定について指針となるべき事項
・ 技術的に予知・予測が可能である表層崩壊等を対象に区域指定

・ 区域指定及び見直しは速やかな対応が望ましい

四 法第８条第１項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他法に基づき

行われる土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項
１ 法第７条の警戒避難体制の整備等について指針となるべき事項

２ 建築物の移転等の勧告

３ 資金の確保等

五 法第26条第１項及び第27条第１項の緊急調査の実施について指針となるべき事項
１ 緊急調査を行うべき状況の確認

２ 緊急調査の実施

３ 緊急調査の終了

六 法第29条第１項の土砂災害緊急情報の通知及び周知のための必要な措置について
指針となるべき事項
１ 土砂災害緊急情報の作成

２ 土砂災害緊急情報の通知及び周知

３ その他緊急調査により得られた情報の随時提供

土砂災害防止対策基本指針（抜粋、一部要約）



土砂災害防止対策基本指針（抜粋、一部要約）
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１ 総合的かつ計画的な調査の実施

・基礎調査は、過去に土砂災害が発生した土地及びその周辺の土地、地域開発が活発で住宅等の立地が予想される土地等について

優先的に調査を行うなど、計画的な調査の実施に努める。

・土砂災害関連情報を有する国及び地域開発の動向を詳細に把握する市町村の関係部局との連携・協力体制を強化することが重要。

２ 土砂災害が発生するおそれがある土地に関する調査

・土砂災害が発生するおそれがある土地に関する調査として、次に掲げるものを行う。

（１）土砂災害が発生するおそれがある箇所の抽出

（２）地形、地質、降水、植生等の状況に関する調査

（３）土砂災害防止施設等の設置状況に関する調査

（４）過去の土砂災害に関する調査

（５）土砂災害が発生するおそれがある土地の区域の把握

・調査結果を踏まえ、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の

区域の範囲を土砂災害警戒区域の指定の基準に基づき把握する。

３ 警戒避難体制等に関する調査

・土砂災害から国民の生命及び身体を保護するために警戒避難体制の整備を行う上で、警戒避難体制等に関する調査は極めて重要。

・土砂災害が発生するおそれがある土地の区域について、次に掲げるものを行う。

（１）土砂災害に対する避難勧告等に関する調査

（２）情報の伝達に関する調査

（３）ハザードマップに関する調査

（４）その他の調査

二 法第４条第１項の基礎調査の実施について指針となるべき事項



土砂災害防止対策基本指針（抜粋、一部要約）
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・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、基礎調査の結果を踏まえた上で、政令に定める基準に基づいて、区域の指定を

行う。

・土砂災害警戒区域等の指定は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護する上で基礎となるものであり、政令に基づき都道府県

知事が土砂災害のおそれがあると認めた土地の区域については、可及的速やかに指定を行うことが重要。

・斜面の深層崩壊、山体の崩壊、想定をはるかに超える規模の土石流等については、予知・予測が困難であることから、土砂災害

警戒区域等の指定の範囲の特定に当たっては、技術的に予知・予測が可能である表層崩壊等による土砂災害が発生するおそれが

ある土地の区域について指定を行う。

・土砂災害警戒区域等の指定要件に該当する区域が相当数に上る場合には、基礎調査の結果を踏まえ、過去の土砂災害の実態、

居室を有する建築物の多寡、災害時要援護者関連施設の有無、開発の進展の見込み等を勘案して、逐次土砂災害警戒区域等を

指定することが望ましい。

・さらに、地震等の影響により地形的条件が変化した場合や、新たに土砂災害防止施設等が設置された場合など、土砂災害警戒

区域等の見直しが必要になった場合は、柔軟かつ迅速に対応することが望ましい。

三 法第６条第１項の土砂災害警戒区域及び法第８条第１項の土砂災害特別警戒区域の

指定について指針となるべき事項



土砂災害防止対策基本指針（抜粋、一部要約）
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１ 法第７条の警戒避難体制の整備等について指針となるべき事項

・市町村地域防災計画に、警戒区域ごとに、土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定める際、

土砂災害警戒情報や土砂災害の前兆現象を土砂災害に関する避難勧告等の判断にあたり活用できることが望ましい。

・都道府県は、市町村や住民に対して土砂災害警戒情報の伝達に努める。

・市町村防災会議等が、土砂災害に関する情報等の災害時要援護者関連施設に対する伝達方法を定めるに当たっては、災害時

要援護者の避難支援体制を定めることが望ましい。

・避難場所及び避難施設等の設定に当たっては、土砂災害に対する安全性及等の観点に十分配慮することが必要である。

・市町村は、災害時要援護者を含む住民に対して、避難勧告等が確実に伝達されるよう、情報伝達体制の整備に努める。

・ハザードマップを住民に周知するに当たっては、住民の土砂災害に関する関心と理解をより深めるための工夫を行うことが

望ましい。

・市町村地域防災計画に定めた事項は平時から住民によく周知を図るよう努める。

・土砂災害から住民等の生命及び身体を保護するためには、住民等の関心、理解及び危機意識の向上を図る必要があり、都道府県と

市町村は協力して土砂災害に対して住民等を啓発するための防災教育・訓練の実施に努める。

２ 建築物の移転等の勧告

・既存不適格建築物についても、土砂災害が発生するおそれが急迫していると認められながらその所有者等が自ら必要な措置を

講じていない等の場合、都道府県知事は、法第25条第１項に基づき、当該建築物の移転等の勧告を行う必要がある。

・建築物の所有者等が勧告された内容を実施することが困難である場合等には、土地の取得についてのあっせんその他の必要な

措置を講ずるように努める。

３ 資金の確保等

・国においては、法第25条第１項の勧告を受けた建築物の所有者等が建築物の移転等を行う場合について、融資制度、助成事業
などにより建築物の移転等の円滑化を図る。

・都道府県においても、建築物の移転等が円滑に行われるために必要な資金の確保、融通又はそのあっせんに努める。

四 法第８条第１項の土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転その他法に基づき行われる

土砂災害の防止のための対策に関し指針となるべき事項



土砂災害防止法に基づく取り組みの検討
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（H24.3.30評価書決定・公表）

法施行から10年が経過したことを踏まえ、

土砂災害の防止を図る施策の実施状況や

効果を評価。

施策実施の課題及びその対応策について

検討を行い、今後の施策の方向性に反映

させることを目的。

（主な議論のポイント）

●指定の遅れている都道府県へ、原因分析

に基づく具体的な助言が必要

・指定単位の適切な設定等

●警戒避難体制の整備に関して、市町村へ

支援が必要。

・避難勧告発令基準等の設定に関する助言

・ハザードマップ作成の支援

政策レビュー

（H25.1.29開催）

政策レビューにおける提案等を受けた

今後の取り組みや自治体への支援について

検討

（主な議論のポイント）

●市町村、住民の反対等がある場合の

考え方を提示

・未指定区域で土砂災害があった場合、

不作為を問われる可能性

・住民等への区域指定促進の動機付けが必要

●二回目以降の基礎調査の方針を提示

●移転勧告に関する考え方を提示

・移転しやすい優遇策について周知

●基礎調査、区域指定の実施状況等の

定期的な公表

・間違った情報発信とならないよう丁寧な

説明が必要

土砂災害防止法に基づく取り組み検討会
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全国の土砂災害警戒区域等の指定状況推移
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土砂災害危険箇所数約52万5千箇所を目安とした場合、

土砂災害警戒区域は全国で約61％を指定。

全国の土砂災害危険箇所
525,307箇所

土砂災害警戒区域
319,835区域

土砂災害特別警戒区域
178,046区域

61%

51,035区域

38,601区域

（平成25年11月30日時点）
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土砂災害警戒区域等の指定状況（都道府県別）
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土砂災害警戒区域指定完了：
青森県、栃木県、山梨県、福井県、山口県

全国

□ 土砂災害危険箇所数 525,307

■ 土砂災害警戒区域数（イエロー） 319,835

（平成25年11月30日時点）



土砂災害ハザードマップの公表状況

34

644586

（４８％）

土砂災害警戒区域が指定された市町村において、土砂災害防止法第7条第3項に基づ
くハザードマップを印刷物の配布等で公表している市町村は52％

土砂災害警戒区域を指定した市町村に
おけるハザードマップの公表状況

土砂災害防止法第７条
３項に基づく、土砂災
害ハザードマップ公表
済みの市町村

土砂災害警戒区域が指定されている市
町村のうち、土砂災害防止法第７条３
項に基づく、土砂災害ハザードマップ
未公表の市町村

N=1,230
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

（52%）

（H25.3.31時点）



地域防災計画における警戒避難体制の記載状況
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1,230

77%

376

23%

土砂災害警戒区域が１箇所以上指定された市町村

土砂災害警戒区域が指定されていない市町村

177

14%

977

80%

76

6%

すべての項目を記載

一部の項目を記載

記載無し

○避難勧告等の発令基準 ・・・６８％

（土砂災害警戒情報を活用した避難勧告

等の発令基準）

○土砂災害警戒区域等 ・・・７６％

○避難勧告等の発令対象区域・・・２８％

○情報の収集及び伝達体制 ・・・７５％

○避難所の開設・運営 ・・・４１％

○災害時要援護者への支援 ・・・５４％

○防災意識の向上 ・・・６５％

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画に
おける警戒避難体制の記載状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災
計画における警戒避難体制に関して記載すべき項目
についての記載状況

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害にかかる警戒避難体
制が記載されている市町村は94％
そのうち、国土交通省砂防部より、記載する事項として示した項目（下記）すべてについて記
載されている市町村は14％

土砂災害危険箇所を有する市町村のうち、
土砂災害警戒区域が指定された市町村

（H25.3.31時点）

N=1,606

（土砂災害危険箇所を
有する市町村数）

N=1,230

（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

土砂災害に係る

警戒避難体制が規定
されている市町村
94%

N=1,230 （土砂災害警戒区域が指定された市町村数）

土砂災害警戒区域が指定された市町村の
地域防災計画における警戒避難体制の記載状況

（H25.3.31時点）

（ ）

（ ）
（ ）

（ ）

（ ）



避難勧告発令基準における土砂災害警戒情報の活用状況
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⑤

54

4%

④

782

64%

③

76

6%

②

268

22%

①

50

4%

（ ）

市町村区の地域防災計画における
避難勧告発令基準の設定状況

⑤
土砂災害警戒情報が発表された
時、避難勧告を発令する。

④
土砂災害警戒情報が発表された
時、前兆現象が認められた時、
災害が発生した時などにおい
て、状況を総合的に判断して避
難勧告を発令する。

③
具体的な基準は記載してある
が、土砂災害警戒情報の記載が
ない場合。

②
「土砂災害の恐れが高まった」
など定性的な判断により避難勧
告を発令する。

①
避難勧告に関する記載なし。

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害の避難基準
に土砂災害警戒情報を活用している市町村（⑤及び④）は68％

■記載状況
（H25.3.31時点）

N=1,230
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

土砂災害の避難基準に
土砂災害警戒情報を
活用している市町村
68%

（ ）

（ ）

（ ）（ ）



A市地域防災計画≪抜粋≫
→土砂災害警戒情報が発表された時、避難勧告を発令する。

地域防災計画の記載例
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市は、土砂災害警戒情報が発表されたときは、市内に○○個所ある土砂災害警戒区域や
土砂災害危険個所にある住民等に対して、速やかに避難勧告を発令する。

B市地域防災計画≪抜粋≫
→土砂災害警戒情報が発表された時、前兆現象が認められた時、災害が発生した時など
において、状況を総合的に判断して避難勧告を発令する。

市は、土砂災害警戒情報が発表されたときは、市内に○○個所ある土砂災害警戒区域や
土砂災害危険個所にある住民等に伝達して自主避難を促すとともに、市長が発令する
避難勧告等の判断に活用するものとする。

C市地域防災計画≪抜粋≫
→具体的な基準は記載してあるが、土砂災害警戒情報の記載がない場合。

市は、以下の基準を満たす場合は、市民及び防災関係機関などに対し、早急に注意を喚
起し、または避難勧告・指示の発令、伝達を行う。
・連続雨量が150mmとなった時
・土砂災害前兆現象が発見された時

土砂災害警戒情報の活用など、土砂災害に対する避難勧告等の発令基準について、地域防災計画への記載内
容は市町村によってさまざまである。
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２-② 土砂災害に対する住民避難の遅れと

避難勧告等の発令

・土砂災害警戒情報をはじめとする警戒避難に資する情報を発表している
が、避難勧告の発令や住民の自主避難に有効な情報を十分に伝達できていな
い。



0

20

40

60

80

100

0 100 200 300

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0時 3時 6時 9時 12時15時18時21時 0時 3時 6時 9時 12時15時18時21時

時間雨量

連続雨量

(mm/h) (mm)

【降雨の状況】小浜観測所
連続雨量 413.5mm、時間最大 35.5mm

【災害の状況等】
土石流により人家３戸が全壊する被害が発生した。
※住民は事前に避難していたため人的被害なし。

【その他】
土砂災害警戒区域等に平成20年4月4日公示済み。

土石流

土砂災害警戒情報
16日 1時00分

大雨警報
15日17時50分

避難勧告
16日 3時30分

前兆現象※を確認し、
避難実施

16日 5時00分頃

小浜市
忠野

平成25年9月台風18号における警報等の発表経過例
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16日
5時16分頃
土石流発生

１

１

：土砂災害警戒区域
：土砂災害特別警戒区域
：土砂到達範囲
：全壊家屋

9/15 9/16

平成２５年１１月１５日（金）NHK ニュース7 報道より

福井県小浜市の○○さん。
９月の記録的大雨で自宅全壊。しかし、家族
は早めに避難して無事。
自宅が警戒区域にあることを知っていたこと
や、土砂災害の前兆現象についても説明を受
けていたことが役立った。

9:00

6:00
1:00

2:00

5:00

16日
5時16分頃
土石流発生

土砂災害警戒情報
16日 1時00分

避難勧告
16日 3時30分

６
０
分
間
雨
量
積
算
雨
量

スネーク曲線図

土壌雨量指数
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10/15 10/16

大雨注意報
15日11時30分

大雨警報
15日17時38分

土砂災害警戒情報発表後、土砂災害発生危険基準線（CL）を超過してさらに危険度が増している状況で
あったが、自主避難を促す情報伝達等の取り組みが十分ではなかった。

平成25年10月台風26号における警報等の発表経過例
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≪取り組み例≫

・避難勧告発令等の検討

・避難場所開設の準備

・住民への周知、自主避難呼びかけ

・各種情報収集（土砂災害警戒情報の補足情報、防災情報提供システム）

連
続
雨
量
（
ミ
リ
）

時
間
雨
量
（
ミ
リ
／
時
間
）

16日2時半頃
土砂災害発生

5:00

土砂災害警戒情報発表
15日18時05分

17:00

16日2時半頃
土砂災害発生

4:00

2:00

1:00

0:00

20:00

土砂災害警戒情報
15日 18時05分

【降雨の状況】大島観測所
連続雨量 824.0mm、時間最大 118.5mm

６
０
分
間
雨
量
積
算
雨
量

土壌雨量指数

スネーク曲線図

土砂災害発生

危険基準線(CL)



土砂災害警戒情報の補足情報の提供
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補足情報の公表・非公表

（うちスネーク曲線も表示）
表示単位

公表 43（21）

5kmメッシュ 29

1kmメッシュ 10

その他 4

非公表 4

判定に使用している基準そのものを示しており、
危険度の量的な変化が把握しやすい。

メッシュによる塗り分けにより、危険度の広がりを示
す。シンプルな表示のため、視覚的に把握しやすい。

○補足情報の公表状況（都道府県数、平成25年7月時点）

土砂災害危険度のメッシュ情報の表示例 スネーク曲線の表示例

土砂災害警戒情報を補足する情報として下記を提供

・切迫性が受信者に伝わる簡潔なコメント

・メッシュ単位で危険度の地域差と広がりがわかる
土砂災害警戒判定結果の詳細な分布図

・メッシュ単位の詳細な情報と土砂災害警戒区域や
土砂災害危険箇所の情報を重ねた図

・土砂災害の危険度の推移がわかるスネーク曲線等

土砂災害警戒情報の補足情報の提供について

土砂災害警戒情報の発表にあたり留意すべき事項について技術的助言を発出
（平成18年10月13日発出 国交省砂防計画課長・気象庁業務課長 → 都道府県砂防主管部長）



台風18号による土砂災害発生状況及び土砂災害警戒情報発表状況

42

凡例

発生件数

10～
5～
1～
0

おばましちゅうの

福井県小浜市忠野

土石流発生9/16 人家全壊３戸9/16 がけ崩れ発生

りっとうししもどやま

滋賀県栗東市下戸山

死 者１名
人家全壊２戸

土砂災害発生
６４市町村

土砂災害警戒情報発表
４４６市町村

５２市町村

１２市町村

３９４市町村

注１）平成25年10月30日現在の国交省データに基づく。
注２）土砂災害の発生日時が不明、調査中のものを含む。
注３）今後の調査・確認の結果、数字が変わる可能性がある。

土砂災害警戒情報発表４４６市町村のうち土砂災害の発生をともなうものは５２市町村（１２％）。

土砂災害が発生した６４市町村のうち土砂災害警戒情報の発表があったものは５２市町村（８１％）で、

その被害は人的被害４名、人家被害３０戸。

土砂災害警戒情報の発表のなかった１２市町村における土砂災害では、人家被害１戸（人的被害なし）。



■1.振動センサー概要
・伊豆大島には火山観測のための以下の振動センサーが
多数配置されている。台風26号による土砂移動時の振
動をセンサーのデータから分析した。
①気象庁火山観測網…4観測所
②（独）防災科学技術研究所火山観測網（V-net・火山
基盤観測網）…4観測所
③東京大学地震研究所観測網…19観測所
※いくつかの観測所は台風の影響で欠測あり

大
金
沢
堆
積
工
か
ら
の
距
離

2013/10/16 2：00～4：00の各振動センサーの波形

■2.分析結果
①2:03頃②2:23頃

④2:37頃

③2:32頃

⑤3:02頃

2:00から3:00
過ぎまでで振
幅の大きな波
形の立ち上が
りが認められ
る。

伊豆大島豪雨災害時の土砂移動に伴う地盤振動解析

観測所位置図
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2:24:00(Ref.)

2:36:50

波形の立ち上が
り箇所で周波数
分析を実施

平常時(ノイズ)

土砂移動時

周波数

3～5Hzあたりにピークがあるこ
とが認められた

周波数分析結果一例
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３ 現状の対応策では不十分と考えられる課題

・施設整備の計画において、崩壊に起因する土石流の土砂量は、現行の技術

指針では記載されているものの、その量を適切に把握することは難しい。

・警戒避難体制を整備するにあたって、0次谷や斜面の上部に谷地形がある箇
所など現行の土砂災害防止法では抽出条件にあてはまらない箇所や抽出する

ことが難しい箇所で土砂災害が発生している。



崩壊起因型土石流の事例 （特異な地形で発生した土石流）

45

平成24年7月12日熊本県阿蘇市 坂梨地区
総雨量：683mm、最大時間雨量：117mm/h （波野雨量観測所）

坂梨地区の土石流発生源と氾濫範囲

（国総研より提供写真）土石流流下区間

（土研提供資料に加筆）
（撮影：株式会社パスコ／国際航業株式会社，撮影日：2012年7月15日）

土石流危険渓流
土石流危険区域
急傾斜地崩壊危険箇所
土砂移動範囲

流域界と土石流の流下範囲 45

カルデラ壁における崩壊によって大規模な土石流が発生



砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策編）

「崩壊可能土砂量は以下に示すいずれかの方法で算出する。
（1-1）崩壊可能土砂量（Vdy12）を的確に推定できる場合
Vdy12は、0次谷（常時表流水の無い谷）および渓流山腹の予測崩壊土砂量（m

3）である。
（中略）崩壊可能土砂量の算出においては、地形・地質の特性および既存崩壊の分布等を
参考に、具体的な発生位置、面積、崩壊深を推定する。（中略）

（1-2）崩壊可能土砂量（Vdy12）を的確に推定すること
が困難な場合
0次谷の崩壊を含めた次式で、崩壊可能土砂量を推定する。
Vdy12≒Σ（Ady12×Ldy12）
Ady12＝Bd×De

崩壊可能土砂量

通常、具体的な崩壊発生箇所、面積、崩壊深を的確に推定することは

難しく、（1-2）の手法で崩壊可能土砂量を推定していることが多い。

46



土砂災害警戒区域等の指定範囲と土砂災害の関係 宮川3：土石流
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0 100m

1.

出典：熊本県調査資料

出典：7.12熊本県広域大水害の土砂災害~被害状況の概要~
熊本県阿蘇地域振興局土木部

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域に隣接した基礎調査の対象外の０次谷※から土石流が発生

※1/25,000地形図あるいは大縮尺の地形図を
使用して等高線の凹み具合を眺めて、
凹んでいる等高線群の間口よりも奥行が小なる地形

０次谷

a＞b
a＜b
１次谷



火山地・斜面等の分布状況
 

国土交通省土地分類基本調査（土地履歴調査）による火山地斜面等

48

（第四紀火山噴出物からなる火山地または火山丘陵地の斜面等
をいう．火砕流や溶岩の堆積地，火山体の開析により形成される
火山麓扇状地または泥流堆積地等の火山麓地を含む．）


